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新型コロナウィルスに感染した受験生への配慮について 

 

 新型コロナウィルスによる感染症について、令和２年１月２８日に「指定感染症」に指定

する政令等が公布されました。 

一般入試の志願者が感染した場合あるいは感染が疑われる場合、他の受験生等への感染

拡大を防ぐため個別学力検査は受験できません。当該理由により個別学力検査を受験でき

ない志願者については、令和２年度大学入試センター試験の成績を参考に合否判定を行う

こととしましたのでお知らせいたします。 

新型コロナウィルス感染症あるいはその疑いがあると診断された場合は、試験当日の午

前１０時までに学務課（電話：０９８５－２０－２２１２）までご連絡ください。あわせて、

病名および加療期間が明記された診断書を提出してください。 

 

 


